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【住民の意識が低い】 

① 市民討議会の開催（参加者は無作為抽出の一般市民） 

② ファシリテーターの養成（市役所職員→自治会担当者（仮まちづくり推進委員） 

③ 小・中学校での市民意識教育（基本条例の出前講座、市民参画の手段など） 

 

 

【地域のつながりが希薄である】 

① 自治会活動の活性化「自治会活動促進助成金」※一律ではなく、自主的な取組みに対して 

② まちづくり協議会（小学校区単位）での活動促進、交付金の使途を決定する 

（自治会、子ども会、PTA、などの複合組織） 

 

【参画の場が提供されていない】 

① まちの課題に対するワークショップ（テーマによる）の開催（日頃より対話の場） 

② 各種団体でのまちづくりテーマによるワークショップ、ワールドカフェの開催 

③ ターゲット層への出張ヒアリング（ターゲットのいる場所、時間に職員が出張してニーズ 

 聞き取り） 

 

  

【市民の時間的制約、参加世代の偏り】 

① 託児システムの設置 

② 子育て世代は、学校行事、PTA 行事の際に時間を頂いてワークショップなど開催する 

 

  

【情報公開が不十分】 

① 新規手段を含めた複数の手段による情報発信（フェイスブック、ツイッター、ライン、メ 

ールなど） 

② 自治体担当職員を配置し、日頃より密接な情報発信、情報提供をする 

③ 学校を通じた瑞穂市情報の提供（審議会委員募集やパブリックコメント募集など） 

 

【合意形成がむずかしい】 

① 広く意見を聞くプロセスが確保されていれば、行政判断でよい。 

 

【財政・施設が不十分、組織体制に問題がある】 

① まちづくり推進室の設置（市民の意見受付・対応、総合計画の進捗確認、市民参画のコー 

ディネートなど） 

② 市民活動センターやコニュニティセンターの整備（既存施設に複合的に設置することも含 

めて） 
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